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令和５年度 給付適正化事業の取組状況 

 

 

１．介護給付適正化事業の目的 

・高齢者等が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにする。 

・サービス利用者が心身状態に合致した真に必要とする過不足のないサービ

スを、事業者が適切に提供するように促すことで、適正なサービスを確保す

る。 

・請求誤りや不適正な給付を発見し、適正なサービス提供と介護給付の効率化

を図ることで、介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度を構

築する。 

 

 

２．前橋市が行う介護給付適正化事業 

（１）ケアプラン点検 

（２）給付実績の活用 

（３）介護情報と医療情報との突合 

（４）住宅改修等の点検 

（５）介護給付費通知の送付 

 

（１）ケアプラン点検 

 ケアプラン点検は、介護支援専門員が作成したケアプランがケアマネジメ

ントのプロセスを踏まえ「自立支援」に資する適切なケアプランとなっている

か、介護支援専門員とともに検証確認しながら介護支援専門員の「気づき」を

促すとともに、ケアマネジメントの質の向上を図ることを目的に実施する。 

実施方法 

ヒアリングシート等書類の点検、面談によるヒアリング、 

事業所への訪問調査 

点検対象としたプラン 点検実績 

▷ 区分支給限度額利用率が１００％を超過するケアプラン 

▷ 訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプラン 

▷ 軽度者の福祉用具貸与のケアプラン 

▷ 高齢者向け住まい等入居者のケアプラン 

81件 
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点検結果 

令和５年度に実施した結果、概ね、アセスメントを丁寧に実施し、利用者及

び家族の意向を確認しながら自立支援に向けたプラン作成が行われていまし

たが、今後の適切なケアマネジメントのために、以下の主な課題点を参考に

プラン作成をお願いします。 

アセスメント 

・アセスメントで未記入の項目、情報の更新がされていないものがありまし

た。また、情報収集だけではなく、課題を整理し、原因や背景、今後の予測

といった分析からプランにつなげてください。 

・利用者のできないことに重点的に目を向けるのではなく、利用者のできるこ

と（できるようになること）に着目し、自立支援の観点から、利用者の状況

に適したサービスの内容や頻度等を検討し、支援するよう努めてください。 

居宅サービス計画書 

・１表の利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果につ

いて、発言内容のみでなく、課題分析の結果をまとめ、記載するようにして

ください。 

・訪問介護で、身体介護と考えられる内容が生活援助で位置づけられたケアプ

ランがありました。利用者の状態やサービス提供の評価等から、適切に位置

づけてください。 

・福祉用具が必要な理由をプランに記載するようにしてください。 

・長期目標・短期目標は抽象的な表現ではなく、本人が達成しやすい目標やイ

メージしやすいものにしてください。また、短期目標は長期目標を達成する

ために段階的に計画する具体的な活動（支援）の目標となります。 

・入居施設から利用サービスの指示があったケースがありました。課題分析の

結果から、利用者の状態に合ったサービス内容を検討し、プランに位置づけ

てください。 

・介護保険サービスとインフォーマルサービスの区別をしっかりと行ってく

ださい。 

その他 

・「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助中心型）」を位置付け

た場合は、そのケアプランを作成した月の翌月末までに、市へ届出してくだ

さい。 

・軽度者の福祉用具貸与で、医師への所見確認漏れや、特殊寝台付属品のみ貸

与で手続き漏れがありました。付属品は特殊寝台と一体的に使用されること

になっているので、特殊寝台が必要な一定の状態であるかを確認してくださ

い。 
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※ケアマネジメントに関する基本方針 

■趣旨 

介護支援専門員は、利用者の人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立って、サービスが不当に偏

ることのないよう、公正かつ誠実にケアマネジメントを行うことが求められています。ケアマネジメ

ントを行うに当たっては、介護保険の原則や本市の基本方針に即したものとなるようお願いします。 

●利用者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる。 

●要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するものである。 

●市条例や関連する基準、通知、計画等に従ったものである。 

●インフォーマルサービスを活用しつつ、生活の質（ＱＯＬ）の向上に資するものである。 

●本市の基本理念（まえばしスマイルプラン～老人福祉計画・第８期介護保険事業計画～より） 

・生きがいのある生活を送るための施策の充実 

・いきいきとした生活を送るための健康づくりの推進 

・住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせる生活支援体制の確立 

・利用者のサービス選択の自由と権利擁護のための仕組みづくり 

高齢者向け住まいにおけるケアマネジメントの課題 
出典：厚生労働省 老人保健健康増進等事業 

「大丈夫？知らず知らずのうちに“不適切なケアマネジメント事例”を作り出していませんか？」より抜粋 
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（２）給付実績の活用 

各システムを活用して特定のルールに基づいた過誤の可能性が高い給付実

績情報を抽出し、介護サービス事業所等への確認や指導を行うことで、適正な

サービスの提供と介護給付費の効率化を図る。 

 

（３）介護情報と医療情報との突合 

利用者の後期高齢者医療や国民健康保険の入院等の給付情報と介護保険の

給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医

療と介護の重複請求の排除等を図る。 

抽出条件 点検実績 

▷ 算定要件と一致しない認知症加算 

▷ 重度寝たきり状態への福祉用具貸与 

▷ 短期入所の利用日数が認定有効期間の半数以上のケアプラン 

▷ 居宅介護支援事業所単位のケアプラン 

53件 

実施結果 

・認知所加算について、令和４年４月から令和５年３月サービス提供分につ

いて確認し、４事業所１０件の請求誤りがありました。 

抽出条件 点検実績 

▷ ①医療機関の入院日数と介護保険施設等の入所日数の合計が１

月を超えているもの。 

▷ ②医療機関の入院日数が半月以上あるのに対し、福祉用具貸与

の請求が１月分で請求されているもの。 

▷ ③当月中は医療機関に入院していたものに対し、（看護）小規模

多機能型居宅介護の請求が月包括で請求されているもの。 

▷ ④在宅時医学総合管理料を算定する利用者に対して、（予防）居

宅療養管理指導(Ⅰ)が請求されているもの。 

55件 

実施結果 

①３事業所３件の請求誤りがありました。 

②２事業所３件の請求誤りがありました。 

④２事業所３件の請求誤りがありました。 

留意事項等 

・（看護）小規模多機能型居宅介護について、入院により通いサービス、訪問サー

ビス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月については、利用者負担が生じ

ることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきとされています。 

・医療機関へ入院している者が外泊時に利用した居宅サービスについては、 

外泊時費用の算定の有無に関わらず、介護保険において算定することはできま

せん。 
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（４）住宅改修等の点検 

住宅改修費の支給又は福祉用具の貸与・購入費の支給を受ける場合に、「自立

支援」の観点から見て適切な内容となっているかを点検することで、利用者の身

体の状況に応じた必要な利用を推進する。 

 

（５）介護給付費通知の送付 

介護保険や総合事業のサービス利用者に対して、利用したサービスの種類や

費用等を年３回（１月・５月・９月）圧着ハガキにて通知することで、利用者と

その家族が自ら受けているサービスを改めて確認する機会を提供するとともに、

不適正な請求を抑止する効果を持たせている。 

 

実施方法 

・ 申請書類の全件点検 ※審査時に保健師等が確認 

・ 理学療法士等による現地調査（必要に応じて） 

実施例 

【住宅改修】 

▷ 戸などの重さを軽くする目的の改修工事 

▷ 生活動線の確認が必要な場合 

▷ 工事状況（固定の有無など）の確認 等 

【福祉用具】 

▷ 同一種目の福祉用具を複数貸与する場合 

▷ 身体状況の変化を理由として同一品目の福祉用具を買い替える場合（要介

護度等から判断できる場合を除く） 

▷ 補高便座やトイレリフトの購入で疾患名から補高の必要性が判断できない

場合 等 

留意事項 

・実費徴収分は本通知に表示されないため、領収書の金額と一致するとは限 

りません。 

・食費・居住費の軽減を受けている場合は、「特定入所者介護サービス費」と

して表示されます。 

・住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の費用は含みません。 

・本通知は確定申告で使うことができません。 

 

※市では領収書の明細を把握していません。利用者から説明を求められた場

合は、各サービス事業所等にて適切に対応してください。 


